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教員養成系の大学生におけるハラスメン トに関する意識と現状

一大学でのハラスメン トを防止するために一

山田 智
1)・

中道圭人 "・ 黒川み どり
3)

Teacher¨ Training Course Student's Attitude And Currcnt Status of

Harassment

- In an Effort to Prevent The Harassment at University -

SAtOShi YAMADA, KEitO NAKAMICHI, & MidOri KUROKAWA

Faculity of Education carried out a questionnaire survey about Harassment in

results of the questionnaire and discussion of the actual situation of harassment

is pointed out the teacher training course undergraduate specific problem and

encourage awareness about the dangers.
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Abstract

In 2014, Shizuoka University's

campas. This paper is a survey

based on thg survey results. It

はじめに

ハラスメン ト (harassmcnt)と いうtll念 は、今 日、

セクハラやパワハラといった言葉も聞かれるようにな

り、日本社会に定着したかに見える。しかし、未だ日

本で問題化されるようになつてからの歴史は浅く、大

学教育の硯場においても、それは同様である。たとえ

ば、1989年 に提訴された福岡セクハラ裁判 (92年福岡

地裁判決)を噴矢として、大学という場で可視化され

たのは、1993年 の京大矢野事件が最初であった。その

後、セクシヤル・ハラスメントによる訴訟や相談も増加

し、2001年には「文部科学省におけるセクシャル・ハ

ラスメン トの防止等に関する規程」 (文部科学省31令

第 13号 )が制定された。それを受け、各大学でハラス

メント防上の指針や相談窓口が設置されるようになつ
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たのは、ここ十数年のことである。

初期の段階では、大学でのハラスメン トの問題は、

文部科学省の 2001年の規程にも見られるように、セク

シャル・ハラスメン トに焦点化されていた。 しか し、

その後、セクシャル・ハラスメン トといった社会全般

で生 じうるハラスメン トだけでなく、大学だからこそ

起こるハラスメン ト、「アカデ ミック・ハラスメン ト」

とい う考え方が注 目されるようになつた。 この 「アカ

デ ミック・ハラスメン ト」は、上野千鶴子によって 1997

年に編集 された『 キャンパス性差別事情―ス トップ 。

ザ・アカハラー』〔上野,1997〕 を機に広まった言葉で、

大学でのィヽラスメントを性的な問題だけでなく、大学

社会/研究職に固有の権力関係の中で生じる問題全般

に対象を拡大した考え方である。これらの流れを受け、

本調査の対象となっている静岡大学でも、2009年 1月

に、「静岡大学セクシャル・ハラスメン トの防止等に

関する規程」 (1999年 H月 20日 制定)を廃上して、

「静岡大学におけるハラスメントの防止等に関する規

程」に改めている。
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しかし、このアカデミック・ハラスメントという考

え方が大学組織内で共有されているわけではない。そ

の原因の 1つ は、大学に在籍する研究者・教員や学生

自身の意識的な側面である。たとえば湯り|〔 2014〕 は、

大学の対応には 「リスク管理」という意識が根強く、

ハラスメン トが実は被害者の生命をも脅かしかねない

「暴力」であり、重要な人権問題であるにもかかわら

ず、そのような認識は大学人に稀薄であることを指摘

している。また別の原因として、“教育"自 体に内在し

うる権力関係といつた構造的な側面があると考えられ

る。教育という営みは多くの場合、学生が持つ 「知識

や考え方を与えられるものである」という教員への期

待と尊敬によつて成 り立っている。しかし、教員・学生

双方がそこに生じうる権力関係に無自党であり、それ

ゆえに人権侵害が行われても、それが問題化されにく

い固有の構造が教育自体に存在しているのである。

さらに、このような意識的あるいは構造的な問題が

あるためか、大学のハラスメントに関する学術的な論

文は現時点では数少ない。たとえば、国立情報学研究

所の CINiiにおいて“大学生■および“ハラスメン ト"の 2

つの語で検索される論文数は 19件 (直接的に大学生を

対象とした論文は 17件)であつた (2014年 3月 5日

時点)。 それらの内、セクシャル・ハラスメントを扱つ

た論文が 9件、アルコール・ハラスメントを扱った論

文が 5件であり、アカデミック・ハラスメントに関す

る論文は見られない。また、各大学でハラスメントに

関する調査が行われているが、公開されているデータ

は多くない (例 :長崎大学、金沢大学、立教大学)。

アカデミック・ハラスメントは、人権に関わる問題

である。学生のより良い大学生活を保障するためにも、

セクシャル・ハラスメントだけでなく、大学特有のア

カデミック・ハラスメントにも取り組んでいくことが

重要である。しかし前述のように、現段階では、大学

での意識的・構造的な問題が残されていることや、そ

れらの問題に対する解決策を考えるために共有できる

情報も数少ない状況である。そこで本論文では、静岡

大学教育学部・教育学研究科に所属する学部生 。大学

院生を対象に行った、アカデミック・ハラスメント等

に関する意識・現状の調査の結果を続計的に分析し、

共有可能な形での情報の提供を試みる。

方 法

参加者

静岡大学教育学部および静岡大学大学院教育学研究

科に所属する学生360名 (男 136名 ,女 217名 ,無回

答 7名 )が分析の対象となつた。学年による内訳は,

学部 1年生が ■9名 ,学部 2年生が 76名 ,学部 3年生

が 49名 ,学部 4年生が74名 ,大学院生 (修士・博士)

が 31名 ,その他 (学部 5年以上,留学生,科 目等履修

生,無回答を含む)が H名であつた。

手続き・質問内容

教育学部学務情報システムを通して、2014年 9月 時

点で教育学部および教育学研究科に所属す る学生

1875名 (留学生、科目等履修生含む)に対して、本調

査への参加を依頼した。依頼の際、本調査の趣旨やプ

ライバシーの保護等について説明し、同意が得られた

場合にインターネット上での無記名アンケー トに協力

してもらつた 〈回収率=192%)。 アンケー トでは、性

別と所属に関する質問 (回答は任意)の後、以下の (1)

～ (7)の内容の質問を順に尋ねた。

(1)ハジスメントだ″妨 用語の3箔 :「ハラスメ

ント」「アカデミック・ハラスメント」「パヮー・ハラ

スメント」「デー ト・DV」 それぞれの用語をどれぐら

い知っているかを、「まったく知らない」から「よく知

つている」の 4件法で尋ねた。分析では,「まったく知

らない」～「よく知っている」の順にそれぞれ 1～ 4

点を与え,そ の得点を理解得点とした。

(2)′ フヽスメント知識の膚報源 :ハ ラスメン トに関

する知識をどこから得たかについて、以下の①～⑧か

ら当てはまる情報源を全て選択させた:「①学部ガイダ

ンス」「②新入生セミナー」「③大学の授業」「④高校の

授業」「⑤家族」「⑥大学の教員」「⑦事務職員」「③知

人・友人」。

(3)学内のハル プ ンハ防上 策ヽ の講知 :学内のハ

ラスメント防止対策について、以下の①～⑥から自分

が知つている対策を全て選択させた:「①ハラスメント

防止に関する規定や指針」「②ハラスメント相談員」「③

ハラスメント相談箱」「④学外の相談窓口」「⑤ハラス

メントに関するリーフレット」「⑥ハラスメント防止対

策委員会」。

(4)をク シャ″・/ヽ フメメン ト行為 への不濃 さお よ
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び経験の有無ど″手 :6つのセクシャル・ハラスメン

ト行為に関して、それらの行為を先輩あるいは教職員

から自分が受けた場合にどれくらい不快になるかを

「不快ではない」から「非常に不快」の 5件法でそれ

ぞれ尋ねた。分析では,「不快ではない」～「非常に不

快」の順にそれぞれ 1～5点を与え,その得点を不快得

点とした。また、それらの行為を受けて不快になった

経験の有無を尋ね、経験がある場合はその相手を「同

級生」「先輩」「教職員」から全て選択させた。

(5)をタシヤ″ ´ ジメメン確 認ナろ′膚記述 :

大学内外を問わず、自分が受けたセクシャル・ハラス

メン トと考えられる行為について自由記述を求めた。

(6)ア″デミンク・ハジメメント行為を受ゲ/_増霰

の有黎と″ヂ :11の アカデミック・ハラスメント行為

それぞれに関して、教員から自分が受けた経験や、他

の学生が受けているのを目撃した/聞 いた経験がある

かを尋ねた。

(7)/カデミンク・′`ジメメントだ〃ナる′″訪 :

前述の内容以外で、自分が受けたアカデミック・ハラ

スメントと考えられる行為について自由記述を求めた。

また、アンケー トの最後に、ハラスメン トに関する

相談等が生じた場合の連絡先を記載した。

結 果

以下に、質問項目別の分析結果を記述する。分析に

は IBM SPSS 20を 使用した。なお、本調査ではセクシ

ャル・ハラスメン トおよびアカデミック・ハラスメン

トに関する自由記述を求めていたが、プライバシー保

護の観点から、本論文では自由記述に関しては分析の

対象から除外した。

ハラスメントに関する用語の学生の理解

ハラスメントに関する各用語の理解得点を表 1に示

す。学年によって各用語の理解が異なるかを検討する

ため、「その他」の参加者のデータを除き、用語 (4)

×学年 (5)の分散分析を行つた(参加者内要因=用語)。

その結果、用語の主効果 (F12.792)=7956,メ Юl)が有

意で、「ハラスメントJの得点が最も高く、次いで「パ

ワー・ハラスメント」で、「アカデ ミック・ハラスメン

ト」および 「デー ト・DV」 の得点が最も低かった

Osく 05)。 また、学年の主効果 (F14,336)=1370,′く01)

が有意で、1・ 2年生より3・ 4年生で、それらの学生

より大学院生で得点が高かった o"05)。

さらに、用語 X学年の交互作用 (F19,792)ヨ 88,

メ 01)が有意であつた。交互作用を検討するため、学

年別の単純主効果の検定を行つた。1年生 (F13,334ト

5949,′く01) と2年生 (F13,334)‐ 4415,′く01)で は、

「ハラスメン ト」と「パワー・ハラスメン ト」の得点

が最も高く、次いで 「アカデ ミック・ハラスメン ト」

で、「デー ト・DV」 は最も低かつた osく 05)。 3年生

(■2,7921440,′ く01)では、「ハラスメン ト」の得点

カヨアカデ ミック・ハラスメン ト」より高かった oК 05)。

4年生 (F13,334)=117%〆 Юl)では、「ハラスメン ト」

と「パワー・ハラスメン トJの得点が「アカデ ミック・

ハラスメン ト」と「デー ト・DVJよ り高かった osく 05)。

大学院生 (F13,334)=342,ρく05)では、「ハラスメン

ト」の得点が 「デー ト・DV」 より高かった ぃく05)。

ハラスメント知識の情報源

本調査で提示した情報源それぞれを選択した人数を

表 2に示す。まず、各情報源の選択数の違いを検討す

表1学年別の各用語の理解得点 (括弧内は標準偏差 )

1年生   2年 生   3年 生   年 生  大学院生  その他    全体

(′
‐118)(″ 摯76)(″ =49)(′ ‐74)(″ ‐31) (ね =11) (Ⅳ ‐359)

ハラスメント316(5つ  333(53)327(53)331(47)3.65(491 3る  (47)

破験I夕12ω 〔83Y2● ←切 288〔833285(891■ 35〔つ 2"o■つ

ハ霧 ュ i3∝ (64n3■ 7(64n3り (53)3る (52)3a(50n336〔 5o

デート・DV 224(85) 237(961 3 1Xl(65) 288(78) 323(801 236(103)

330(541

276(切

320(60N

259 (91)

″
‘

「よく知っている(4点 )」 ～「全く知らない(1点 )」
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るため、各情報源の全体欄の数値を用いて Cochranの

2検定を行つた。その結果、有意な違いが見られ (98)

=78283,′く01)、 「学部ガイダンス」の選択が最も多く、

次いで 「新入生セ ミナー」、「大学の授業」、「高校の授

業」で、「友人・知人」、「家族 J、
「個々の教員 J、

「事務

職員」の選択は少なかつた。

次に、学年による情報源の違いを検討するため、「知

らない」を選択 した参加者 と「その他Jの参加者のデ

ータを除き、学年 (5)X情報源 (8)の ″
2検

定を行つ

た。その結果、有意な違いが見 られ (/2(28)‐4631,

メ 01)、 1年生では「高校の授業」の選択が多く、「大

学の授業」が少なく、逆に 3年生では 「高校の授業J

の選択が少なかつた。また、4年生では「友人・知人J

の選択が多く、「新入生セ ミナー」が少なく、大学院生

では 4年生 と同様に「友人・知人Jの選択が多かった。

学内のハラスメント防止対策に対する学生の認知

本学のハラスメント防止対策に関して「知つている」

と回答した人数を表 3に示す。まず各防止対策を知つ

ている学生数の違いを検討するため、各防止対策の全

体欄の数値を用いてCochranの 0検定を行つた。その

結果、有意な違いが見られ 0(6)=26175,′く01)、 「ハ

ラスメント相談員」を知つている学生が最も多く、次

いで「防止規定・指針」、「防止対策委員会」、「リーフ

レットJ、
「学外の相談窓口」の順で、「対策を知らない」

学生や「相談箱」を知っている学生は最も少なかつた。

次に、各防止対策を知っている学生数の学年による

違いを検討するため、「知らない」を選択した参加者と

「その他」の参加者を除き、学年 (5)× 防止対策 (6)

の/2検 定を行つた。その結果、知つている防止対策

に学年による違いはなかった (″
2(20)-1982,パ

)。

表2学年別のハラスメント知識の情報源

1年生

(″
-118)

大学院生

(″ =31)
その他

(′
‐ 11)

全体

(Ⅳ =359)

2年生     3年 生     4年 生

(″ =76)  (″ -49)  (′ =74)
情報源

学部ガイダンス

新人生セミナー

大学の授業

高校の授業

家族

個々の教員

事務職員

友人・知人

66(5546%)

40(3361%)

19 (1597%)

41(3445%)

10 (840%)

8 (672%)

0  (000%)

11 (920%)

54(7105%)

33(4342%)

26(3421%)

29(3816%)

6 (789%)

9(1184%)

1(130%)

9(1180%)

37(7551%)

19(3878%)

18(3673%)

7(1429%)

4 (816%)

2  (408%)

0 (000%)

3  (6109る )

7(6364%)

4(3636%)

3(2727%)

1 (909%)

3(2727%)

2(1818%)

0(000%)

4(3640%)

246 (6833%)

128(355`ηる)

108(3000埼

105(2917■、

27(750%)

33  (917%)

1(030%)

55(1530%)

60(8108%)   22(,097%)

21(2838%)  11(3548%)

32(4324●/.)  10(3226%)

21(2838%)    6(1935%)

4(541%)  0(000%)

6  (8119る )    6 (19350/O)

0 (000%)    0 (000%)

192570%) 9(2900%)

ハラスメントを知らない  1(080%) 0 (000%) 0,(000%) 0(000%)  0(000%)  0(000%)  1(030%)

括弧内は各頻度を れぞれの合計人数で割つた害1合

表3学年別の各ハラスメント対策を知っていると回答した人数

1年生

(′ =H9)
2年生

(″
‐76)

3年生

(′ =49)
年 生

(″ =74)
大学院生

(″
‐31)

その他    全体

(″ =11) (Ⅳ =3ω
)

防止規定・

指針

相談員

相談箱

学外窓口

リーフレット

防止対策

委員会

36(3025%)

61(5126%)

H (924%)

Z(20170/0)

加 (1681%)

25(2101%)

27(3553%)

51(67110/0)

17(22370/0)

21(2763%)

19(250%)

2(31580/0)

2765100/0)

38(7755%)

1224490/0)

19(3878%)

12 (244996)

17(3469°/0)

29(39190/0)

55(732%)

19(25680/0)

17o29%)

26651妨 )

15(2027%)

20(645),ヽ

お (58060/0)

5(1613%)

10(32 SI、)

16(5161%)

15“8390/0)

3(272%)

4 (36360/0)

1(909°/o)

0(000°/o)

1 (90/o)

1 (909%)

1稔 (39440/O)

27(63060/0)

65(18060/0)

"25280/0)

94(2611%)

97(2694り

6(12 NI、) 13(1757%) 4 (129,′、) 5(65,o 70(19440/0)知らない 31(2605%) H(144W/0)
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セクシヤル・ハラスメント行為に対する学生の不快さ

6つのセクシャル・ハラスメント行為それぞれに対

する不快得点を表 4に示す。各行為の不快さが相手や

学年によつて異なるかを検討するため、「その他」の参

加者のデータを除き、行為 (6)× 相手 (3)× 学年 (5)

の分散分析を行つた (参カロ者内要因=行為、相手)。

その結果、行為の主効果 (F14,1400)=7374,′く01)

が有意であった。下位検定によると、「(1)性体験の有

無を尋ねるJ、 「(2)卑猥な内容を直接的・間接的に話

される」、「(5)外見に対する否定的評価J、 「(6)性役

割に関する考えの押付け」の不快得点は、いずれも「(3)

恋愛経験の内容を尋ねる」と「(4)身体的なスキンシ

ップ」より高かつた osく 05)。 前者の4つ、後者の2

つの行為にはそれぞれ差はなかった。また、相手の主

効果 (F11,436)‐ 40693,′く01)が有意で、「教職員」

の得点が最も高く、次いで「先輩」で、「同級生」の得

点が最も低かつた osく 05)。 学年の主効果 (a4,318)

‐116,″s)は有意でなかつた。

次に交互作用に関して、行為 ×相手の交互作用 (F16,

1035)‐ 3238,′ く01)の みが有意であつた。行為×相手

の交互作用について検討するため、相手別に単純主効

果の検定を行つた。まず「同級生」の単純主効果 (F(5,

314)‐6869,′く01)が 有意で、「(5)外見に対する否定

的評価」と「(6)性役害1に 関する考えの押付け」の不

快得点が最も高く、次いで 「(1)性体験の有無を尋ね

る」と「(2)卑猥な内容を直接的・間接的に話 される」、

それ らに次いで 「(3)恋愛経験の内容を尋ねるJの順

で、「(4)身体的なスキンシップ」の不快得点が最 も低

かつた OSく 05)。 項目 (5)と (6)、 項目 (1)と (2)

のFFHに 有意な差はなかつた。

次に、「先輩」の単純主効果 (F15,314)=6264,′く01)

が有意で、「(1)性体験の有無を尋ねる」、「(2)卑猥な

に は

1年生     2年 生

(′
-118)  (″ =76)

3年生

(″
‐49)

4年生

(′ =74)
大学院生

(″
-31)

その他     全体

(″
‐11)  (Ⅳ ‐359)

(1)性体験の有無について尋ねられる。

同級生  247(12η   249(137) 212(118) 236(115) 233(112) 336
夕L曇屋  291 (123)    295 (140)    267 (128)    266 (131)    293 (141)    364

孝女撃支j1  414 (125)    421 (104)    373 (136)    403 (1 15)    363 (125)    445

(1691  242(127)

(150)    286 (132)

(121)    404 (121)

373(127) 267(136)

391 (122)   298 (141)

427 (110)   412 (121)

255 (129)    190 (1 15)

282 (1 17)   223 (129)

364 (129)   345 (142)

(2)性的に卑猥な内容を直接 ,あるいは間接的 (手紙 ,e‐man,など)に話される。

同級生 280(135) 279(146) 255(124) 245(132) 223(122)
先輩 309(137) 314(145) 282(142) 277(138) 255(138)

教職員  416 (122)   428 (1 17)   396 (1 15)   422 (111)   357 (150)

(3)恋愛経験の詳しい内容 (交 際人数,デートの内容 ,など)を尋ねられる。

同級生  192(121) 201(121) 167(105) 184(109) 183(095)
先鵬皇 219(127) 247(148) 186(108) 218(120) 227(134)

教職員 358(142) 351(151) 323(119) 343(140) 313(161)

(4)身体的なスキンシップ (肩をポンポンとロロく,頭をなでる,など)を行つてくる。

同級生  158(099) 161(110) 151(104) 146(086) 170(088) 227(16η   158(101)
夕しョξ   182 (121)    193 (127)    167 (1 lo    1 62 (099)    207 (1 14)    236 (15o    182 (1 17)

教職員 314(159) 312(146) 296(141) 309(145) 273(134) 382(125) 309o48)

(5)体型・服装などの外見に対して,必 ずしも事実とは言えない否定的な評価をされる(大りすぎ
～
せすぎ,カッコ懇いかわいくな|ヽ など)。

同級生 274(118) 308(132) 277(121) 293(135) 270(118) 255(121) 285(125)
タヒ曇ξ  292 (123)    331 (131)    287 (126)    308 (135)    307 (136)    255 (121)    303 (129)

抑 員  371 (137)   401 (117)   367 (129)   358 (141)   337 (150)   318 (133)   369 (135)

(6)あなたの考え方とは異なる,性役割に関する考え方 (男 校 は…・するのが良い,など)を押し付ける。

同級生 293(128) 280(133) 270(123) 304(139) 287(141) 282(166) 289(133)
夕L覇屋  308 (1 32)    305 (127)    267 (124)    309 (1 36)    303 (135)    309 (1 51)    302 (131)

教職員 372(138) 370(127) 338(142) 358(129) 360(143) 300o48) 361(135)
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内容を直接的・間接的に話される」、「(5)外見に対す

る否定的評価」、「(6)性役割に関する考えの押付け」

の不快得点が同程度に高く、それらに次いで「(3)恋

愛経験の内容を尋ねる」の順で、「(4)身体的な不キン

シップ」の得点が最も低かつた Osく 05)。

最後に、「教職員」の単純主効果 (F15,314)‐ 3409,

〆 01)が有意で、「(1)性体験の有無を尋ねる」と「(2)

卑猥な内容を直接的・間接的に話される」の不快得′点

が同程度に最も高く、それらに次いで「(3)恋愛経験

の内容を尋ねる」、「(5)外見に対する否定的評価」、「(6)

性役割に関する考えの押付け」の順で、「(4)身体的な

スキンシップ」の得点が最も低かつた Osく 05)。

セクシヤル・ハラスメント行為を受けた経験の有無

6つのセクシャル・ハラスメン ト行為それぞれに関

して、「不快と感 じる行為を受けた経験がある」と回答

した人数を表 5に示す。まず、受けた行為の相手によ

る違いを検討するため、相手別に全体欄の数値を用い

て Cochranの 2検定を行つた。まず、「先輩」で有意

な違いが見られ (95)‐14641,〆Юl)、 「(3)恋愛経験

の内容を尋ねる」や 「(4)身体的なスキンシップ」を

受けた学生が最も多く、次いで「(1)性体験の有無を

尋ねる」、「(5)外見に対する否定的評価」、「(2)卑猥

な内容を直接的・間接的に話される」の順で、「(6)性

役割に関する考えの押付け」を受けた学生は最も少な

かつた。同様に、「教職員」で有意な違いが見られ 0

(5)=5652,′く01)、 「(4)身体的なスキンシップ」や「(6)

性役割に関する考えの押付け」を受けた学生が最も多

く、次いで「(5)外見に対する否定的評価」、「(3)恋

愛経験の内容を尋ねる」の順で、「(2)卑猥な内容を直

接的・間接的に話される」や 「(1)性体験の有無を尋

ねる」を受けた学生は最も少なかつた。

次に、各行為を受けた相手の違いを検討するため、

行為別に回 e″αr検定を行つた。その結果、「(1)性

体験の有無を尋ねるJ(″ 2(1)●
418)、 「(2)卑猥な内

容を直接的・間接的に話される」(″
2(1)っ

964)、 「(3)

恋愛経験の内容を尋ねる」 (″
2(1)=8526)、 「(4)身体

的なスキンシンプ」 (″
2(1)二

5755)、 「(5)外見に対す

る否定的評価」 (″
2(1)=2119)で

有意な違いが見られ

0メ 01)、 「教職員」より「先輩」から行為を受けた

と回答した人数が多かつた。「(6)性役割に関する考え

の押付け」(″
2(1卜

11,″S)では、受けた相手による違

いはなかった。

最後に、行為を受けた相手の学年による違いを検討

するためt「その他」の参加者のデータを除き、行為別

に学年 (5)× 相手 (2)の /2検定を行った。その結果、

「(3)恋愛経験の内容を尋ねるJで有意な違いが見ら

れ (″
2(4卜 1010,′く05)、 大学院生で「教職員」から

受けた人数が多かつた。その他の行為では、学年によ

る違いは見られなかつた。

表5学年・相手別の不快と感じるセクシャル・ハラスメント行為を受けた経験数

1年生

(″ =119)

2年生

(′ =76)
3年生

(″ =49)
牛 生

(″ =74)
大学院生

(′
‐31)

その他

(η
‐ 11)

全体

(Ⅳ =3ω )

(1)性体験の有無について尋ねられる。

先輩   11 0240/o1  12(15790/O1  7(14290/0) 15 oC270/oD  4(12,9/Ol
抑 員  1 0840/On  O(oW/O1  0 000°/0)  O 1000°/o)  0(000°/0)

(2)性的に卑猥な内容を直接,あるいは間接的 (手 紙,e‐mJLな ど)に話される。

先輩   12(10080/0) 8(1053り   3“ 12%) 7θ 460/0) 7(2258り

教職員  0 000°/o)  0(000°/O1  0(000°/o1  1(135%)  l o23埼

(3)恋愛経験の詳しい内容 (交 際人数,デートの内容,な ど)を尋ねられる。

先輩  34(28600/0)2228900/0)″ 24500/0)Z0240/0) 7● 2600/O1  4(36400/0)10328600/c)

教職員  3o500/0) 0(0側 0 0000° /o) 22700/0) 3(9700/OD  l θ10°/o) 99500/0)

(4)身体的なスキンシップ (肩 をポンポンと叩く,頭をなでる,な ど)を行つてくる。

先輩   3025200/O) 22128900/o) 12(24500/O) 25o3800/O) 6o940埼   1(910°/o) 96126700/Ol

教η戦員  8 16700/0)  5(660o   5(10200/0)  4 o400/O)  5(1610o   O o00%)  27(7500/0)

(5)体型・服装などの外見に対して,必ずしも事実とは言えない否定的な評価をされるはりすぎやせすざカッコ悪いわヽわいくない,ない。

先輩   12(1010°/0) 5(6600/0) 5(10200/0) 13(17600/O) 5(1610o  l 1910°/0) 41(110/ol

教職員  2o知 %) 0(000°/o) 2“ ■00/o) 3“ 100/o) 4(2900/o3 0000°/o)11(3100/Ol

(6)あなたの考え方とは異なる,性役割に関する考え方 (男′女は… 。するのが良い,など)を押し付ける。

先輩  86700/0) 6(7900/0) 1200° /o) 66100/oD  5(16100/O1  l o10° /o)27(75∽

l 1909°/o2  50(138"り
0 (009/o1   1(0280/Ol

l θ09°/o1 38o0560/0)
O oO∽  2(05の

コ^
出
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アカデミック・ハラスメント行為を受けた経験の有無

Hのアカデミック・ハラスメント行為それぞれに関

して、「自分が行為を受けた経験があるJあ るいは「他

の学生が受けているのを目撃した/聞 いた経験がある

(以 下、日撃経験)」 と回答した人数を表 6に示す。

まず、それぞれの行為の経験数の違いを検討するた

め、「自己が経験」の全体欄の数値を用いて Cochran

の 2検定を行つた。その結果、有意な違いが見られ o

(10)‐ 15943,′くOl)、 「(9)授業で扱わない書籍等の購

入の強要」や 「(8)心身に負担が生じるほどの事前準

備・課題」を受けた学生が多く、次いで 「(5)シラバ

スと著しく異なる授業内容」、「(10)専修による異なる

成績評価」、「(7)授業 と関係ない課外活動の強制」、

「(H)人格を否定されるような叱責」、「(1)副免許取

得の否定」、「(4)明 示 されていない条件での履修拒否」

の順で、「(2)副免許や資格取得に必要な授業の履修拒

否」、「(3)志望校種の変更の強要」、「(6)ゼ ミ・研究

室への強制的な勧誘」は少なかつた。

次に、学年による経験数の違いを検討するため、「そ

の他」の参加者のデータを除き、行為別に学年 (5)X

自分が受けた経験の有無 (2)の ″
2検

定を行つた。そ

の結果、「(2)目」免許や資格取得に必要な授業の履修拒

否」 (/2(4)=964)、 「(3)志望校種の変更の強要」 (/
2(4)=1877)、 「(4)明 示 されていない条件での履修拒

学年別のアカデミック・ハラスメント行

1年生 準 生 3年生    4年 生   大学院生

(″
‐119)  (″ ‐76)   (″ ‐49)   (″ =74)   (“ -31)

その他    全体
(η =11) (Ⅳ -360)

(1)制度上可能であるにもかかわらず,自 分の希望する副免許の取得を教員から否定される。

自分が受けた   2(168%) 3(395%) 5(10200/OD  4(541%) 1(323%) 0(000%) 15(417り
目撃経験    2(168%) 7(921%) 3(6120/09 12o622%) フo258り  O1000・/o)31(8610/Ol

(2)制度上可能であるにもかかわらず ,副免許や資格の取得に必要な授業の履修を教員から拒否される。

自分が受けた   。 (000%) 2(260%) 2(410%) 4 640%) 3(970%) 0(000%) 11(310%)
日撃経験    0(000°/・9  6(7900/● ) 5(10200/OD l1 04 900/。 D  5(1610%) 0000%)27(750%)

(3)自 分が志望する校種 (例 :高校 )と は異なる校種 (例 :小学校)への志望変更を,教員から強要される。

自分が受けた   0(000°/・D  l(130り   1(2000/O)  2(2700/O1  4(1290%)  0(000%)  8(220%)
日撃経験    0(O llll%) 1(1300/o1  3(6100/● ) 1(1400/O1  3(970%) 0(000%) 8(220%)

(4)履修システムやシラバス上に明示されていない条件 (関連授業のn修 ,なわを理由に,授業の履修を教員から拒否される。

自分が受けた   1(080%) 2(260%) 4(820"  4(540%) 4(1290%) 0(000り  15(420%)
日撃経験    0(000°/o1 2(260%) 3(610%) 7(950%) 5o6100/.) O1000%)17(4フ 0%)

(5)シ ラバスの内容と著しく異なった内容 (シラバスに書かれたを回の授来と4分の3以 1共なるなど)の授業を教員が行つている。

自分が受けた   1(080%) 6(790%) 9(1840%) 10(1350埼   10(3230%)  1(910%) 3フ (1030%)

日撃経験      0(000%)  2(260%)  0(000%)  4(540%)  3(970%)  0(000%)  9(250埼

(6)ゼミ・研究室の選択に際して,教員から必要以上に,あるいは強制的な勧誘を受ける。

自分が受けた   1(0800/● D  l(130%) 1(2000/● ) 2(270り   1(3200/.)
1 (0800/OD    l (1300/.)    I (20e/0)   lo(13500/02    5(1610%)

2  (168釣     6 (789%)    5(1020%)   11(1486%)    5(1613%)

0(000埼  6(1700/Ol
O (000り    18 (5000/Ol目督彗経露癸

(7)授業と関係の無い課外活動 (ゼミ旅行,な ど)への参加を教員から強制される。

自分が受けた  1(0840/OD  2(2630/O1  7(1429%)100351り   3(968%)
目撃経験

0 (000%)  23 (6390/OD

l (909%)  30 (833■、

(8)心身に負担が生じるほどの事前準備あるいは課題を教員から課せられる。

自分が受けた  3 1250り  14o84000)12(2450%) 11(1490%) 5(1610%) ](910%)46(1280%)
目撃経験    5 14200/O1  4(530%) 6(1220%)13(1'60%) 5(1610%) 1(910%)34(940%)

(9)授業でほとんど取り扱わない書籍・資料集などの購入を教員から強制される。

自分が受セすた   5 
“

200/O1  10(1320%) 12(2450%) 26(3510埼   92900%)  2(1820%) 64(1780%)
目撃経験    32500/O1 6(790%) ,(1430%)10(13 mo  5(1610%) 1(910%)32(8900/Ol

(10)同じように課題を達成したにもかかわらず,所属する専修の違いによつて異なる成績評価を受ける。

自分が受けた  6(500埼   8(1050り  3(610%) 8(1080%) 2“ 50%) 2(18200/.9 29(810"

目撃経験    3250埼  6(790" 4(8200/O1 3“ 10埼  2(650%) 1(910° /。D 19(530埼

(11)授業中に,人格を否定されるような叱責を教員から受ける。

自分が受けた   1(080%) 2(260%) 1(200%) 8(1080%) 6(1940%) 1(910° /O1  19(530埼

目撃准L験    4(340%) 6(790%) 3 
“

10%) 7(950%) 5o610%) 0(000° /O1 25(690埼

括弧内は各頻度をそれぞれの合計人数で害1った割合

０
４
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否」(/2(4)‐ ■ 55)、
「(5)シ ラバスと著しく異なる

授業内容J(/2(4)‐ 3242)、 「(H)人格を否定されるよ

うな叱責」(/2(4)=24H)で は、いずれも 1年生で経

験数が少なく、大学院生で経験数が多かつた oメ 05)。

また、「(7)授 業 と関係ない課外活動の強制」 (″

2(4)=1928)では 3・ 4年生で、「(8)′き身に負担が生じ

るほどの事前準備・課題」(/2(4卜 1988)では 3年生

で、「(9)授業で扱わない書籍等の購入の強要」 (″

2(4)→ 558)では4年生で経験数が多かつたoメ 05)。

｀

その他の行為では、学年による違いはなかつた。

最後に、各行為の経験数と目撃数の違いを検討する

ため、行為別にMtta″″検定を行つた。その結果、「(5)

シラバスと著しく異なる授業内容」 (″
2(1)=1827)、

「(9)授 業で扱わない書籍等の購入の強要」 (″
2

(1卜 1698)で は日撃数より経験数が多く、「(1)副 l免許

取得の否定」(″
2(1)_662)、 「(2)目 J免許や資格取得に

必要な授業の履修拒否」(/2(1)=703)、 「(6)ゼ ミ・研

究室への強制的な勧誘」(″
2(1)‐654)では経験数より

目撃数が多かった Osく 01)。 その他の行為では、目撃

数と経験数に有意な違いはなかった。

考  察

本論文では、静岡大学教育学部の学部生・大学院生

を対象としたハラスメントに関する調査について、共

有可能な形での情報の提供を試みた。まず、アンヶ―

卜の回答率について、本調査では 2割弱の回収率であ

った。前述のように、大学におけるハラスメントに関

する認識はそれほど普及していないと考えられたため、

調査前には回答率を 10%程度と想定していた。本調査

において想定を超える回答を得たことは、教育学部に

おいてハラスメント問題への意識や関心が少なからず

持たれていると肯定的に解釈することもできる。一方

で、この回収率では、本調査の結果にサンプリングの

偏 り (ハ ラスメントを受けた学生がそうでない学生よ

リアンケー トに協力した、等)が生じている可能性を

排除できない。この調査上の限界を踏まえた上で、以

下ではそれぞれの結果について論じていく。

まずハラスメントに関する用語の理解に関して、学

年による変動はあるが、全般的にアカデミック・ハラ

スメントやデー ト・DVと いった用語の理解得点は低

かった。ハラスメン ト全般に関する意識や関心はある

ものの、アカデミック・ハラスメン トとい う考え方自

体は、まだ学生の間で浸透してないことを示している。

また、情報源として「学部ガイダンス」が最も多く選

択されていた。これを踏まえると、アカデ ミック・ハ

ラスメン トやデー ト・DV等の理解を促していく上で

は、ガイダンス等の大学側の一斉的な説明を充実させ

ることが有効な手段の 1つであるかもしれなぃ。

同様に、この大学側の説明の充実は、ハラスメント

の防止対策に関しても必要であろう。学生は「ハラス

メント相談員」の存在は認識していたが、「学外の相談

窓口」や 「相談箱」の存在はあまり認識 していなかっ

た。“学内に在籍して、直接顔を合わせる"相談員に比

べて、学外の相談窓口や無記名の相談箱は、学生から

すれば匿名性が確保され、より容易にハラスメントの

相談をできる可能性を高めることになる。このため、

これらの対策手段を学生に説明していくことも重要で

あろう。

続いて、セクシャル・ハラスメント行為に対する不快

さや経験の有無の分析結果に関して、特に同一行為で

も行為者によつて受ける不快さが異なった点について、

主に筆頭著者の観点から論じていく。まず、「同級生」

間でハラスメントに相当する行為が行われた場合、そ

の不快得点は全体的に「先輩」や 「教員」より低かっ

た。その理由として、そのような行為が生じる前提と

して、両者の間にすでに蓄積された一定の人間関係が

成立していることが考えられる。この関係性は、同級

生という両者の組織構造内における対等性を前提とし

た相互関係によつて積み上げられたものであり、それ

ゆえに相互の意識内で許容された行為の範疇内に収ま

る限りにおいては不快さが低下したのかもしれない。

しかし、その関係の中であつても、自己価値を否定す

るような範疇を超えた行為 〔表 4‐ (5)、 (6)〕 に対し

ては不快さが高くなったのであろう。

一方で、行為者が「先輩」や「教員」のように、関

係性構築の前提に両者の組織構造内における権力的非

対等性が存在している場合、先に見た 「同級生」間よ

りも不快得点が高く、また「先輩」から「教員」へと

両者の組織構造内のおける権力性の拡大に伴って得点

が上昇していた。このことから、このような非対称的

な両者間のセクシャル・ハラスメン トが、権力関係を

前提として成立している人間関係 (つ まり、非対称構
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造)に無 自覚のまま「廿え」、一方的に関係性における

行為の許容範囲を設定する、あるいは押 し付けるパワ

ー・ハラスメン トとしての側面を同時に持つことを示

していると筆頭著者は理解 している。

また、性・恋愛や外見に関わる発言 〔表 5‐ (1)～

(3)、 (5)〕 や身体接触 〔表 5‐ (4)〕 といった、明確

にセクシャル・ハラスメン トと考えられる行為は、金

12F的 に「教職員」より「先輩」から受けることが多か

った。すでに様々な形でジェンダーによる差別的区分

のリト除が進んでいる学校教育を経てきた現在の学生は、

そのような行為がセクシャル・ハラスメン トとして受

け止められるべきであるという意識を持つていると筆

頭著者は考えている。その学生達にとって、教育現場

に立つべき人間を養成する場で先輩達が、そして少数

とはいえ教員が未だにそのような言動を行つているこ

とを合理的に理解するのは不可能であろう。また、「性

役割に関する考えの押し付け」〔表 5‐ (6)〕 という古

典的なジェンダー観に基づくセクシャル・ハラスメン

ト行為について、「先輩」から受けた経験数では最も少

ない行為だが、「教職員」から受けた経験数では最も多

い行為の 1つであった。これらの結果は、大学内にお

いて、学生が常に何らかのセクシャル・ハラスメント

行為を受ける危険に曝されていると解釈することもで

きる。たとえば、学部や大学院の下級生に対して 「先

輩」が、学年が上がり「先輩」の存在から解放された

上級生に対して、今度は「教員」が代わつてセクシャ

ル・ハラスメントの行為者となってしまう可能性があ

る。大学教員は自らがセクシャル・ハラスメン トの行

為者となりうる立場であることをあらためて自覚して

おくべきであろう。

なお、実際にセクシャル・ハラスメント行為を受け

た経験数では、「先輩」からが「教員」からよりも多い

にもかかわらず、「教員」からのセクシャル・ハラスメ

ントの不快得点が高くなつた背景の 1つ として、学生

が「教員」に対して感じている権力性が、教員側の自

覚を大きく超えている可能性もあると筆頭著者は考え

ている。

さらに、アカデミック・ハラスメン ト行為の経験数

や目撃数に関する分析結果について論じていく。まず

経験数に関して、全体的に学生は経済的あるいは心理

的に負担となるアカデミック・ハラスメン ト〔表 6‐ (8)、

(9)]を受けたと認識 していた。 この点については、

大学教員側の問題であるのか、学生 自身の大学の授業

への意識や態度の問題であるのかは判断できないため、

さらなる検討が必要であろう。 しかし、人格否定 〔表

6‐ (11)〕 といった一般社会でも許 されない人権侵害行

為が一定数存在 してお り、なおかつ、それを含めたい

くつかのアカデ ミック・ハラスメン ト行為がゼ ミなど

の学生間、あるいは学生 教員間の関係性が緊密化す

る 3・ 4年生や大学院生で多くなることは、次世代の教

員を養成する学部 としては問題 となる結果だと筆頭著

者は考えている。

また、経験数 と目撃数の違いに関して論 じてい く。

教学の場、教室や研究室などで公然 と行われるアカデ

ミック・ハラスメン ト行為は、本来は被害者よりも日

撃者が多くてしかるべきである。実際、公示 された制

度の下にある履修に関する問題 〔表 6‐ (1)、 (2)〕 や、

個人の自由意志を妨げる言動 〔表 6‐ (6)〕 などの授業

への取 り組み姿勢に関わらずに認識できる問題では、

第二者的立場であっても、それをハラスメン ト行為で

あると認識できた学生 (目 撃数)が被害経験者数を上

回つていた。だが、今回の調査結果では、アカデ ミッ

ク・ハラスメン トを目撃 した経験数より、自分が受け

た経験数が上回る事例が存在 していた。具体的には、

教学内容についての不誠実 〔表 6‐ (5)〕 や、理不尽 〔表

6‐ (9)〕 について経験者数が日撃者数を上回つていた。

この逆転が生 じた可能性の 1つ は、前述の行為に比べ、

これ らの行為がある講義を受講する全員に関わる内容

であつたためかもしれない。

別の可能性 としては、それ らのアカデ ミック・ハラ

スメン ト行為は授業のシラバスや指定書籍に真面 目に

取 り組むことで初めて実感できるためであ り、この本

来はすべての履修者が共有すべき問題が一部の学生の

認識に留まっていたことは、む しろ当該の授業への学

生側の主体的参加意識の低 さによるのかもしれないと

筆頭著者は考えている。「教員」か らハラスメン トを受

けていることを被害者が自覚する契機 として、教員に

対する 「研究者 としての尊敬」が失われることがすで

に指摘 されているが 〔湯川,2013,p173〕 、この指摘を

研究者養成の場である研究室内か ら学部生教育一般に

敷行 して考えれば、それは講義などの授業一教学一般

の場を通 しての学生の教員への評価 と密接に関わって

つ
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くるものであり、大学において 「授業の評価の低い教

員にハラスメン ト事実が起こりやすい」 という筆頭著

者の持つ経験則が想起 させ られる。また、これ ら教学

内容についての不誠実や理不尽をそのまま無自党に受

け入れて しまつた学生が、やがて大学以上に教師一生

徒間の権力の非対称性が大きい教育現場に立ったとき、

その無 自覚が今度はスクール・ハラスメン トを誘発す

る可能性を否定することはできないだろう。

最後に、専門職界 との結びつきの強い領域における

ハラスメン ト問題の告発が容易ではないことはすでに

指摘 されている 〔北仲,2014,p130〕 。特に今回の対象

となつた教員養成系学部 とい う場でのハラスメン ト行

為は、それが被害者や 日撃者にハラスメン トとして自

覚 されなかつた場合にこそ、その無 自覚がやがて、た

とえばスクール・セクシャル・ハラスメン ト 〔池谷 ,

2014〕 に形を変えて再現 される危険性をはらむことを、

繰 り返 しになるが筆頭著者は指摘 しておきたい。

またそれゆえに、ハラスメン ト問題が起きるとしば

しば語 られる 「寝た子を起こすなJ論は、厳に1真むベ

きであろうし、教員をはじめとする加害者側の自覚と

ともに、ハラスメン トに対する学部生・院生の被害者

としての「気づき」〔香山,2014,p45〕 を促すことの重

要性が、これまで以上に意識 されるべきであるとい う

ことを、併せて筆頭著者は指摘 しておきたい。
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